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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時分割され、送信タイミングが一定の周期となるように定められた複数の時多重パター
ンのひとつ又は複数を用いて、複数の基地局が端末と通信する無線通信システムにおける
前記基地局であって、
　少なくとも該周期内の各時多重パターンにおける上り干渉電力を測定する干渉測定部と
、
　測定された上り干渉電力が最小又は予め定められた閾値より小さい時多重パターンを、
上り通信に用いる上り時多重パターンとし、決定された上り時多重パターンから予め定め
られたタイミングだけシフトしたタイミングの時多重パターンを、下り通信に用いる下り
時多重パターンとする時多重パターン決定部と、
　決定された上り及び下り時多重パターンを用いて前記端末と通信する通信処理部と
を備え、
　決定された下り時多重パターンに下りの制御チャネル及びデータチャネルの双方を集中
的に割り当て、決定された下り時多重パターン以外の時多重パターンでは、参照信号と報
知情報を含む信号を送信する前記基地局。
【請求項２】
　前記干渉測定部は、自基地局と通信する第１端末の上り通信を止めて、他の基地局に所
属するひとつ又は複数の第２端末からの上り干渉電力を測定する請求項１に記載の基地局
。
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【請求項３】
　前記時多重パターン決定部は、前記端末が下り通信に対する応答を、決定された上り時
多重パターンで送信するように設定されたシフト量に従い、該下り通信で用いる前記下り
時多重パターンを決定する請求項１に記載の基地局。
【請求項４】
　前記時多重パターン決定部は、前記干渉測定部により定期的又は不定期に測定された上
り干渉電力が予め定められた閾値を超える又は下回ることを検出すると、上り及び下り時
多重パターンの割当を行う請求項１に記載の基地局。
【請求項５】
　前記時多重パターン決定部は、前記端末から報告される下り通信品質情報に従い、下り
通信品質が所定以上変化したことを検出すると、上り及び下り時多重パターンの割当を行
う請求項１に記載の基地局。
【請求項６】
　前記時多重パターン決定部は、前記端末から報告される下りチャネル品質を示す指標の
統計値に従い、下り通信品質が所定以上変化したことを検出する請求項５に記載の基地局
。
【請求項７】
　前記時多重パターン決定部は、前記端末からのＡＣＫ信号の発生確率により、又は、該
ＡＣＫ信号の発生確率に基づくアウターループ制御の制御結果により下り通信品質が所定
以上変化したことを検出する請求項５に記載の基地局。
【請求項８】
　前記時多重パターン決定部は、前記基地局と前記端末とのトラフィックの指標が予め定
められた閾値を超える又は下回ることを検出すると、上り及び下り時多重パターンの割当
を行う請求項１に記載の基地局。
【請求項９】
　前記時多重パターン決定部は、前記トラフィックの指標として自基地局の端末接続数を
用いる請求項８に記載の基地局。
【請求項１０】
　前記時多重パターン決定部は、前記トラフィックの指標として、上位装置とのコネクシ
ョン数又は接続ユーザ数を用いる請求項８に記載の基地局。
【請求項１１】
　前記時多重パターン決定部は、前記トラフィックの指標として、自基地局の送信待ちバ
ッファサイズ又は空きバッファサイズを用いる請求項８に記載の基地局。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、干渉制御方法及び無線通信システムに係り、セルラ無線通信システ
ムの自律的な干渉分散制御、特に、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式
を採用したセルラ無線通信システムにおいて、複数の小型基地局を配置した際の干渉制御
を行う基地局、干渉制御方法及び無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＯＦＤＭＡ方式を採用したＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄ
ｕｐｌｅｘ）セルラ無線通信システムの開発が盛んに行われている。日本では、ＯＦＤＭ
Ａを採用したセルラ無線通信システムは、第３．９世代のシステムと呼称されている。代
表規格として、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）やＵＭＢ（Ｕｌｔｒ
ａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）があり、これらはそれぞれ、３ＧＰＰ（３ｒｄ
　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）や３ＧＰＰ２とい
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う企業団体により国際的な標準規格化が行われている。
【０００３】
　無線通信システムでは、基地局とコアネットワークで構成される無線ネットワークに端
末がアクセスする。基地局がカバーするエリアをセルと呼び、そのセル半径の大きさなど
によりマクロセル、ピコセル、フェムトセルなどと呼ばれることがある。基本的な通信手
段としては、基地局へ所属する端末が、基地局に対して要求を出すことで、コアネットワ
ークを通して、同じ基地局、あるいは別の基地局に所属する端末との通話を実現する。デ
ータ通信も同様に基地局に対して端末が要求を出すことで実現する。
【０００４】
　ＯＦＤＭＡを用いた無線通信システムは、隣接セルからの電波干渉によって通信品質が
劣化する事が知られている。特にセルエッジにおいては、隣接セルからの干渉電力レベル
と自セルからの所望信号レベルが拮抗した値になり、例えばチャネル品質を現す指標のひ
とつであるＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉ
ｓｅ　ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）の劣化という形で顕著に現れる。セルエッジに限らず、
システム全体としての容量を向上させるためには、隣接セル間の干渉を低減する事が重要
である。このため、隣接セル間同士で、高電力で無線信号を送信できる周波数帯を分けて
、その周波数帯を使用してセルエッジ（セルの端）をカバーする技術であるＦＦＲ（Ｆｒ
ａｃｔｉｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅｕｓｅ）の採用が効果的で有る事が知られ
ている。ＦＦＲを適用すると、セルセンタ端末とセルエッジ端末を区別して、無線リソー
スの割当と電力を調整する。ＦＦＲを用いない場合、全帯域（ｆ０）で等電力送信し、セ
ルセンタ（基地局近傍）とセルエッジで分け隔てなくスケジューリングできるが、セルエ
ッジにおいて隣接セル間で大きな干渉が発生してしまう。そこで、周波数帯域（ｆ０）を
分割（ｆ１、ｆ２、ｆ３）し、それぞれの周波数帯で出力できる電力を調節し、セルごと
にその組合せ（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を適切に選択する事により、隣接セル間の干渉を抑制
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－６５７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＯＦＤＭＡ方式を採用したマクロセル基地局においては、ＦＦＲを用いてセル間干渉の
発生を抑圧していた。しかし、例えばフェムトセル基地局やピコセル基地局などの、マク
ロセル基地局と比べてセルが比較的小さい（電波到達範囲が比較的狭い）基地局で、マク
ロセルで行われるＦＦＲをそのまま適用するのは困難が伴う。特に、フェムトセルにはＦ
ＦＲに必須となる隣接セルの周波数割当情報を取得するためのインタフェースが存在しな
い。よって、隣接セルの周波数割当情報に応じて、自セルの割当を動的に変更して干渉を
避ける事は困難である。また、このような小型の基地局はマクロセル基地局に比べて高密
度で配置することも想定されており、周波数割当情報を取得できたとしても制御が非常に
困難である。またセル半径がもともと小さいことから、セルセンタとセルエッジの端末を
区別するＦＦＲを実現することは効率的でない。
【０００７】
　そこで、隣接セルと連携して、時分割多重によってセル間干渉をする上での課題を検討
する。隣接セルが、ある時多重パターンで割当を行っていると、自セルはその時多重パタ
ーンを避けてリソース割当を実施する。例えば、特許文献１では、Ｎｅｉｇｈｂｏｒから
のＤｏｗｎｌｉｎｋ時多重パターンを基地局が検出して、Ｄｏｗｎｌｉｎｋの時多重パタ
ーンを変更する技術が開示されている。ただし、この技術は、Ｄｏｗｎｌｉｎｋの時多重
パターンを基地局が測定することから、基地局が下り受信回路を持つ必要があるというオ
ーバーヘッドがある。また、この技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
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ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システムをターゲットとしていることから、Ｕｐｌｉｎｋ
の時多重パターンは、端末が決定している。
【０００８】
　本発明は、以上の点に鑑み、セル間の干渉を回避する基地局、干渉制御方法及び無線通
信システムを提供することを目的とする。また、本発明は、干渉の回避を図るための時多
重パターンの選択手法を提供することを目的とする。さらに、本発明は、基地局が下り受
信回路を用いずに、干渉の回避を図るルールで時多重パターンを選択することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、例えば、使用する無線リソースを時間で分割し、基地局またはセル間で時
多重を行う事により、セル間の干渉を回避する。送信タイミングが一定の周期となるよう
に、時多重のパターンを作る。基地局は自セルで用いる送信タイミングを、上り干渉電力
の測定結果を基準に定める。
【００１０】
　このように基地局間で時多重を行う事により、セル間の干渉を回避する。本発明の基地
局は、上り干渉電力を基準に、上り及び下りの時多重パターンを基地局が両方を決定する
。基地局には、上りの受信機能は当然ついているので、上りの干渉電力を基準にすること
で、下り受信回路を持たなくて良いというメリットを有する。また、ＯＦＤＭＡシステム
では、もともとセル間で時分割多重するルールを持っていない。よって、セル間で守るべ
き時間に関するルールを設定する必要がある。本発明では、使用する無線リソースの時分
割のため、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓ
ｔ）のＲＴＴ（Ｒｏｕｎｄ　Ｔｒｉｐ　Ｔｉｍｅ）の固定化により、時多重のパターンを
生成して、セル間の時多重を行う。
【００１１】
　基地局は、上り干渉電力の測定結果に従い、干渉電力の小さい無線リソースを上りの時
多重パターンとして選択する。更に、そのタイミングでＨＡＲＱの応答を返す様に下りの
時多重パターンを割り当てる。トラフィックが多い場合には、追加で時多重パターンを割
り当てる。トラフィック量の判定には、送信待ちバッファ量や、端末接続数、上位装置と
のコネクション数などを用いるとよい。
【００１２】
　制御のトリガとしては、初期設定やチャネル及びトラフィックの変動の検出時などがあ
る。チャネルの変動検出方法は、下り通信品質のレポート情報の収集と、上り干渉情報の
周期的な監視によって実現できる。トラフィックの変動の検出方法については、定期的に
端末数や、バッファ量をチェックすることで実現できる。
　例えば、特許文献１に示される技術に対して、本発明は、Ｕｐｌｉｎｋ（上り）の干渉
電力を測定すればよいため、基地局が下り受信回路を持つ必要がない。また、本発明は、
基地局側がＵｐｌｉｎｋの時多重パターンを決定する機能を持っているシステムを対象と
している。また、制御チャネルの周波数がバッティングしてしまう課題については、従来
技術では対応できない。本発明の手法を用いると、データチャネルだけでなく、制御チャ
ネルも干渉制御の対象に含めることが可能である。
【００１３】
　本発明の第１の解決手段によると、
　時分割され、送信タイミングが一定の周期となるように定められた複数の時多重パター
ンのひとつ又は複数を用いて、複数の基地局が端末と通信する無線通信システムにおける
前記基地局であって、
　少なくとも該周期内の各時多重パターンにおける上り干渉電力を測定する干渉測定部と
、
　測定された上り干渉電力が最小又は予め定められた閾値より小さい時多重パターンを、
上り通信に用いる上り時多重パターンとし、決定された上り時多重パターンから予め定め
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られたタイミングだけシフトしたタイミングの時多重パターンを、下り通信に用いる下り
時多重パターンとする時多重パターン決定部と、
　決定された上り及び下り時多重パターンを用いて前記端末と通信する通信処理部と
を備える前記基地局が提供される。
　本発明の第２の解決手段によると、
　時分割され、送信タイミングが一定の周期となるように定められた複数の時多重パター
ンのひとつ又は複数を用いて、複数の基地局が端末と通信する無線通信システムにおける
干渉制御方法であって、
　各基地局について、前記端末から前記基地局への上り方向の時多重パターンのタイミン
グと、前記基地局から前記端末への下り方向の時多重パターンのタイミングとが予め定め
られたタイミングだけシフトする関係に定められ、
　少なくとも該周期内の各時多重パターンにおける上り干渉電力を測定し、
　測定された上り干渉電力が最小又は予め定められた閾値より小さい時多重パターンを、
上り通信に用いる上り時多重パターンとし、決定された上り時多重パターンから所定タイ
ミングだけシフトしたタイミングの時多重パターンを、下り通信に用いる下り時多重パタ
ーンとし、
　決定された上り及び下り時多重パターンを用いて前記端末と通信する前記干渉制御方法
が提供される。
【００１４】
　また、他の解決手段によると、
　時分割され、送信タイミングが一定の周期となるように定められた複数の時多重パター
ンのひとつ又は複数を用いて、端末と通信する複数の基地局
を備え、
　各基地局において、前記端末から前記基地局への上り方向の時多重パターンのタイミン
グと、前記基地局から前記端末への下り方向の時多重パターンのタイミングとが予め定め
られたタイミングだけシフトする関係に定められ、
　前記複数の基地局はそれぞれ、
　少なくとも該周期内の各時多重パターンにおける上り干渉電力を測定する干渉測定部と
、
　測定された上り干渉電力が最小又は予め定められた閾値より小さい時多重パターンを、
上り通信に用いる上り時多重パターンとし、決定された上り時多重パターンから予め定め
られたタイミングだけシフトしたタイミングの時多重パターンを、下り通信に用いる下り
時多重パターンとする時多重パターン決定部と、
　決定された上り及び下り時多重パターンを用いて前記端末と通信する通信処理部と
を有する無線通信システムが提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、セル間の干渉を回避する基地局、干渉制御方法及び無線通信システム
を提供することができる。また、本発明によると、干渉の回避を図るための時多重パター
ンの選択手法を提供することができる。さらに、本発明によると、基地局が下り受信回路
を用いずに、干渉の回避を図るルールで時多重パターンを選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】セルラ無線通信システムを説明する図。
【図２】本実施の形態におけるフェムトセル基地局の機能ブロック図を説明する図。
【図３】本実施の形態におけるフェムトセル基地局のハードウェア構成を説明する図。
【図４】本実施の形態における初期状態からのフローチャート。
【図５】時多重パターンを説明する図。
【図６】上り時多重パターンの選択を説明する図。
【図７】時多重パターンの重複を回避する選択方法を説明する図。
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【図８】下り時多重パターンの選択を説明する図。
【図９】本実施の形態における初期状態からの動作シーケンス図。
【図１０】本実施の形態における定常状態からのフローチャート。
【図１１】本実施の形態における定常状態から、下り通信品質でトリガをかける動作シー
ケンス図。
【図１２】本実施の形態における定常状態から、上り通信品質でトリガをかける動作シー
ケンス図。
【図１３】追加時多重パターンの送信電力を抑圧する場合のフローチャート（初期）。
【図１４】追加時多重パターンの送信電力を抑圧する場合のフローチャート（定常）。
【図１５】本実施の形態における時多重パターンを行わない場合に起きる動作を説明する
図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を実施する為の形態について、いくつかの実施の形態を挙げて説明する。これら
の実施の形態は、個別で実施しても良いが、組合せて実施しても良い。以下の説明におい
て、図中で同じ符号番号がついたものは、同様の動作を行うため、説明を省略する。
１．第一の実施の形態
　図１は、セルラ無線通信システムの構成及び基地局配置の例を示す図である。
　セルラ無線通信システムは、例えば、複数の基地局１２０１を備える。基地局１２０１
は、自身のセル内の端末１２０３と無線で通信する。基地局１２０１は、バックホール回
線を通して、コアネットワーク１２０２に接続する。
【００１８】
　図１（ｂ）は、本実施の形態における基地局配置の概念図である。マクロセル基地局と
比較して、フェムトセル、ピコセル等の基地局は、高密度に配置される。これらの基地局
がカバーするエリアは、マクロセルがカバーするエリアと重なっていても良い。なお、本
実施の形態は、フェムトセル、ピコセル等の基地局に限らず適宜の基地局に適用できる。
　なお、以下の説明において、複数の基地局のうち注目する基地局を基地局１２０１－Ｈ
、その基地局に所属して通信する端末（サービング端末）を端末１２０３－Ｓ、及び、そ
の基地局１２０１－Ｈと隣接する基地局に所属してその隣接基地局と通信する端末（又は
サービング端末以外の端末）を端末１２０３－Ｎと記す。
【００１９】
　図２に、本実施の形態の基地局の機能ブロック図に示す。
　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ（送信機）４１１は、基地局１２０１－Ｈが、端末１２０３に
対して下り信号を送信するブロックである。下り信号をベースバンド信号からＲＦ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号へ変換する処理も含んでもよい。電波を送信するため
の送信アンテナも含む。
【００２０】
　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ（受信機）４１２は、基地局１２０１－Ｈが、端末１２０３－Ｓ及び
端末１２０３－Ｎからの上り信号を受信するブロックである。上り信号をＲＦ信号からベ
ースバンド信号へ変換する処理を含んでも良い。電波を受信する受信アンテナも含む。送
受信アンテナは、共用してよい。本実施の形態では、上り干渉電力を測定することを前提
としているため、本機能は上り干渉電力の測定機能（干渉測定部）４１２１を有する。
【００２１】
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ（ネットワークインタフェース）４１３は、基地局１２０１－
Ｈが、バックホール回線を通して、コアネットワーク１２０２に接続するためのインタフ
ェースである。コアネットワーク１２０２に接続する事により、基地局間の情報交換や、
モビリティ管理、ＯＡＭ装置との交信、端末１２０３が望むデータの送受、通話などの、
移動体通信の機能を提供できる。
【００２２】
　通信処理部４１８は、Ｌ１　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（レイヤ１処理部）４１
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４と、Ｌ２／Ｌ３　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（レイヤ２、３処理部）４１５を有
し、決定された上り及び下り時多重パターンを用いて端末１２０３と通信する。
　Ｌ１　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ４１４は、基地局１２０１－Ｈが、物理層の信
号処理を実施する部位である。送信側の主な処理内容には、例えば適応変調、誤り訂正符
号化、レイヤマッピングやＰｒｅｃｏｄｉｎｇと呼ばれるＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）の信号処理、及び、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　
Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）がある。受信側の主な処理内容は、例えば送信側
で施した変調・符号処理を解くための復調・復号処理である。端末１２０３に対して送信
するデータは、Ｌ２／Ｌ３　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ４１５から取得し、端末１
２０３から取得したデータは、Ｌ２／Ｌ３　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ４１５へ送
る。
　Ｌ２／Ｌ３　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ４１５は、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）の管理や、割当リソースを決定する
スケジューリング処理、パケット加工、無線回線の秘匿化、端末へのシグナリング情報の
生成などの機能に加え、セル間干渉制御など、無線リソース管理の機能も有するブロック
である。また、時多重パターン決定部４１７から、スケジューリング処理に関する時間的
制約を受けて、無線リソース割り当てを実質的に操作する部位である。
【００２３】
　統計情報取得部４１６は、本実施の形態の処理を実施するために必要な情報を取得する
ため、統計処理を実施するブロックである。具体的には、時多重パターンごとの上り干渉
電力測定結果をメモリ（Ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｕｐｌｉｎｋ　Ｉｏｔ　Ｔａｂｌｅ）に格納
し、一定時間平均する処理を実施する部位である。
　時多重パターン決定部４１７は、本実施の形態の特徴である、時多重パターンの割り当
てを決定する部位である。割り当て結果のパターンはメモリに保持しておく（Ａｓｓｉｇ
ｎ　ｓｌｏｔ　ｔａｂｌｅ）。基地局１２０１－Ｈが、割り当て決定処理を実施するとき
に、上り干渉電力測定結果と照らし合わせて使用する。
【００２４】
　図３に、本実施の形態における基地局１２０１－Ｈのハードウェア構成を示す。
　メモリ部４０１には、例えば、統計情報取得部４１６で用いる上り干渉電力測定結果を
保持しておくためのＭｅａｓｕｒｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　ＩｏＴ　Ｔａｂｌｅ（上り干渉テ
ーブル）４０１１と、時多重パターンの割当結果を記憶するＡｓｓｉｇｎ　ｓｌｏｔ　Ｔ
ａｂｌｅ（割当スロットテーブル、割当パターンテーブル）４０１２と、下りの品質情報
を記憶するＤｏｗｎｌｉｎｋ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｔａｂｌｅ（下り品質テーブル）４０１
３とを有する。
【００２５】
　また、ＣＰＵ／ＤＳＰ部（処理部）４０２は、本実施の形態の一連の手続きＰ１００１
～Ｐ１００６を実行するプログラムを読み出し、実行する。例えば、Ｄｅｔｅｒｍｉｎａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｗｉｔｈ／ｗｉｔｈｏｕｔ　ｐ
ｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ（タイムスロットの決定処理）、Ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔ
ｉｍｅ　ｓｌｏｔ　ｐａｔｔｅｒｎ（タイムスロットの追加処理）を実行する。各プログ
ラムは、例えばメモリ部４０１に格納され、ＣＰＵ／ＤＳＰ部４０２が読み出しても良い
し、ＣＰＵ／ＤＳＰ部４０２内部のメモリに格納されていてもよい。
【００２６】
　Ｌｏｇｉｃ　Ｃｉｒｃｕｉｔ（論理回路）４０４は、ＣＰＵ／ＤＳＰ部４０２が実行す
るプログラムの機能をサポートする。たとえば、Ｌ１　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
４１４などは、処理高速化のためアクセラレータを利用するとよい。
　ＣＰＵ／ＤＳＰ部４０２、Ｌｏｇｉｃ　Ｃｉｒｃｕｉｔ４０４の処理により、図２に示
す各機能が実現される。
　Ｉ／Ｆ部（インタフェース部）４０３は、無線のアンテナとのインタフェースや、バッ
クホール回線とのインタフェースなどの総称である。
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【００２７】
　図４に、本実施の形態における初期状態からのフローチャートを示す。第一の実施の形
態の動作について、図４のフローチャートを用いて説明する。図４のフローチャートは、
例えば電源立ち上げやリセットなどの初期化イベント後、基地局１２０１－Ｈ（例えばフ
ェムトセル基地局）が行う動作について示している。
　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｓｅｔｕｐ（Ｐ１００１）では、基地局（１２０１－Ｈ）は、システ
ムパラメータの初期値を設定する。設定方法は、プリインストールデータの読み込みであ
ってもよいし、管理装置からのコンフィグパラメータのダウンロードであっても良い。設
定内容は、例えばＲＲＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と、
外部装置とのインタフェースのためのパラメータである。
【００２８】
　初期設定が終了すると、基地局１２０１－Ｈ（例えば干渉制御部４１２１）は、隣接基
地局に所属する端末からの上り干渉電力を測定する（Ｐ１００２）。ここでは上り干渉電
力を測定するため、基地局１２０１－Ｈは、自基地局と通信するサービング端末（１２０
３－Ｓ）の上り通信を止めておく。少なくとも測定対象の無線リソース（周波数、時間で
分割した単位）はとめておくと良いが、それ以外の無線リソースでは通信を継続しても良
い。この際、後のステップＰ１００３で使用できるように、時多重パターン（ｔｉｍｅ　
ｓｌｏｔ　ｐａｔｔｅｒｎ）ごとに干渉電力を測定しておくと良い。測定された干渉電力
は、時多重パターン毎に上り干渉テーブル４０１１に記憶される。
【００２９】
　図５に時多重パターンの例を示す。同じ数字がついている送信タイミングを用いること
から、時多重パターン（ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ　ｐａｔｔｅｒｎ）と呼称している。例えば
、端末から基地局への上り方向及び基地局から端末への下りの双方について、時分割され
た複数の時多重パターンのひとつ又は複数を周期的に用いて、複数の基地局と端末とが通
信する。図示の例では、各時多重パターン＃１～＃８が繰り返し用いられる。時多重パタ
ーンの干渉電力を測定する際は、Ｔｉｍｅｒを設けて一定時間、時多重パターンごとに電
力の平均化処理を実施する。平均方法は、忘却平均であっても加算平均であってもかまわ
ない。平均化方法、忘却係数、Ｔｉｍｅｒの時間などはシステムパラメータとして保持し
ておいてもよいし、プリインストールしておいても良い。Ｔｉｍｅｒの時間は少なくとも
時多重パターンの周期よりも長く、図５の例では時多重パターン＃１～＃８の干渉電力が
測定されるように設定される。上述のように、平均化処理も行う場合は、繰り返し送信さ
れる時多重パターンについて干渉電力が複数回測定されるように設定される。
【００３０】
　上り干渉電力の測定が終了すると、基地局１２０１－Ｈ（例えば時多重パターン決定部
４１７）は、上り通信に使用する時多重パターンを決定する処理を実施する（Ｐ１００３
）。基地局１２０１－Ｈは、干渉を測定した結果に従い、隣接基地局所属端末（１２０３
－Ｎ）からの干渉電力が小さい時多重パターンを選択し、自セルが使用する上り時多重パ
ターンとする。図６に時多重パターンと測定された上り干渉電力の例を示す。たとえば、
図６の場合、基地局１２０１－Ｈは、最も干渉電力が小さい時多重パターン６０１を選択
してもよいし、干渉電力が一定のレベル（閾値）以下であった時多重パターンのひとつ（
例えば時多重パターン６０２）を選択しても良い。最小の干渉電力に限定すると、図７に
示すように、対象のリソースが一つだけのときに、同時に２つの基地局１２０１－Ｈが時
多重パターンのリソース割当を始めると、両方が干渉の小さいリソース６０１を選択し、
重複する場合がある。よって、一定レベル以下の干渉の時多重パターンも選択肢に含めて
もよい。なお、初期設定で動作する時は、干渉が最小となる時多重パターンを選択し、後
述する再割当で動作する時は、一定レベル以下の干渉の時多重パターンからランダム選択
するというルールで運用しても良い。
【００３１】
　上りの送信タイミング（上り通信で用いる時多重パターン）が決まると、基地局１２０
１－Ｈは、そのタイミングで上りの制御チャネルとデータチャネルの両方を集中的に配置
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する。たとえば、ＬＴＥにおいてはＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）とＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）を集中的に割り当ててもよい。
【００３２】
　基地局１２０１－Ｈ（例えば時多重パターン決定部４１７）は、上り時多重パターンが
決まると、次に下り時多重パターンを決める（Ｐ１００４）。無線区間の通信では、ＨＡ
ＲＱと呼ばれる伝送方法（再送制御）が一般的に用いられる。これは送信側からデータ信
号を送信すると、受信側からＡＣＫ信号が返ってくるまで、再送を行う方式である。受信
側は信号の復号に失敗するとＮＡＫ信号を返し、成功するとＡＣＫ信号を返す。信号を送
信してから、判定信号が帰ってくるまでの時間をＲＴＴ（Ｒｏｕｎｄ　Ｔｒｉｐ　Ｔｉｍ
ｅ）と呼ぶ。
【００３３】
　下りのデータ送信に対するＡＣＫ／ＮＡＫ判定情報を含む上り制御チャネルは、下りの
送信することを想定すると、下りの時多重パターンを連動して定めることが出来る。たと
えば、Ｅ－ＵＴＲＡでは下りの送信から４サブフレーム（４ｍｓ）後に、下りの送信に対
する応答を返すことが規定されている。つまり、図８に示すように、上り送信タイミング
（例えば図中の６０１）を決定すれば、４サブフレーム巻き戻すことで下り送信タイミン
グもパターン化することが出来る。ここで、下りのデータ送信タイミング、つまりＨＡＲ
ＱのＲＴＴを固定すると、上りと下り両方の送信タイミングを関連付けた上で固定するこ
とが可能となる。勿論、上述の４サブフレームは例であり、下りのデータ送信タイミング
と、それに対するＡＣＫ／ＮＡＫ判定情報を含む上り制御チャネルの送信タイミングを対
応させる時間的な決まりがあれば良い。つまり、基地局１２０１－Ｈは、選択された上り
の時多重パターンの送信タイミングから、予め定められたタイミング前の下りの時多重パ
ターンを選択し、自セルが使用する下り時多重パターンとする。
【００３４】
　下りの時多重パターンが決まると、そのタイミングで下りの制御チャネル、データチャ
ネルの両方を集中的に割り当てると良い。非選択の時多重パターンでは、参照信号と報知
情報を含む信号は送信してもよい。これらを送信しておくことで、システムに影響を与え
ずに本技術での目的を達成できる。たとえば、ＬＴＥでは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）、およびＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ＨＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）を集中的に、選択した時
多重パターンでのみ送信してよい。例えば非選択の時多重パターンではこれらを割り当て
ない。
【００３５】
　ここで、本実施の形態の処理が行われなかった場合のチャネル割り当てについて、図１
５を用いて説明する。ある時刻＃１で送信された下りＨＡＲＱに対する応答は、一定時間
後に上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）７０１において基地局へフィードバックされる。同様に時刻＃３で
送信された下りＨＡＲＱに対する応答は、制御チャネル７０３において基地局へフィード
バックされる。
　一方、上りデータチャネル（ＰＵＳＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）は、下りデータ信号に対する応答を返す制御チャネル７０１や
７０３と重畳される制約はない。よって、別のタイムスロットに、上りデータチャネルが
割り当てられることもある（７０２、７０４）。
【００３６】
　また、図１５下段に示すように隣接基地局でも全く同様のルールで動く。ここではタイ
ミング＃２、＃３で送信される下りＨＡＲＱに対する応答が基地局へフィードバックされ
る。セル間で協調して動作する仕組みがない場合には、データチャネル、制御チャネル共
に、セル間で衝突する可能性がある。また、上りの制御チャネルとデータチャネルが重畳
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される制約は無いため、７０４と７０５のようにデータチャネル同士、あるいは、７０３
と７０６のように制御チャネル同士が同タイミングで送信される場合がある。
　一方、本実施の形態のように、時多重パターンごとに制御チャネルとデータチャネルを
重畳して送信する仕組みがあれば、制御チャネル、データチャネル共に隣接セル間干渉を
回避することが可能になる。
【００３７】
　図４に戻り、フローチャートの説明を続ける。Ｐ１００３及びＰ１００４で上りと下り
の時多重パターンの割当が行われるが、基地局１２０１－Ｈは、割当てた時多重パターン
で、トラフィックを処理できるかどうかを判定する（Ｐ１００５）。トラフィック量の指
標としては、Ｅ－ＲＡＢ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）数、端末接続数、送信待ちバッファサイズなどで判断し
てよい。これらの指標は基地局１２０１－Ｈが適宜監視する。Ｅ－ＲＡＢは、例えば端末
とＳ－ＧＷ（ゲートウェイ）の間に張られるコネクションを示す。端末と基地局間のＲａ
ｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ、基地局とＳ－ＧＷ間のＳ１　Ｂｅａｒｅｒで構成される。また、
送信待ちバッファサイズは、空きバッファサイズでもよい。これらそれぞれについて、時
多重パターンを１つ割当てたときに処理できるトラフィックをシステムパラメータとして
設定可能な仕組みにしておき、割り当てた時多重パターンの数に応じたトラフィック量を
閾値にできるようにしておく。基地局１２０１－Ｈは、これら指標の現在値と閾値を比較
し、現在値が割り当てた時多重パターンの数に対応する閾値を超えていた場合、時多重パ
ターンが十分でないと判断する（Ｐ１００５、Ｎｏ）。時多重パターンが不足している場
合には、基地局１２０１－Ｈは、追加で時多重パターンの割当処理（Ｐ１００３、Ｐ１０
０４）を続ける。閾値を超えていなければ、時多重パターンが十分とみなし、処理Ｐ１０
０６へ移る。
【００３８】
　基地局１２０１－Ｈは、時多重パターンが十分に割り当たったら、使用する時多重パタ
ーンでのみデータチャネルと制御チャネルの割当が行われるように、上りスケジューラ及
び下りスケジューラのパラメータをアップデートする（Ｐ１００６）。たとえば、無線リ
ソースの割当て時刻に制限を加える変更を反映するとよい。より具体的な例として、ＬＴ
Ｅの下りＨＡＲＱは、必ずしも周期性を持たなくて良い特長を持っているが、周期的な動
きとなるように制約を設けるとよい。
【００３９】
　図９は、図４のフローチャートを実行するために必要な他装置と行う通信を記したシー
ケンス図である。処理Ｐ１００１～Ｐ１００６は、上述の通りである。上述の手順Ｐ１０
０１～Ｐ１００６を実施することで、自セルの端末１２０３－Ｓと、上り及び下りのデー
タ通信が可能となる。
　本実施の形態によれば、電源立ち上げやリセット後、基地局と端末が通信を開始するま
での間に、スケジューラに対する制約条件を生成し、擬似的に時間多重で動作するＯＦＤ
ＭＡシステムを構築することが可能となる。
 
【００４０】
２．第二の実施の形態
　第一の実施の形態では、初期状態から第一の実施の形態の機能を実現する方法及びシス
テムについて説明した。第二の実施の形態では、通信を開始した定常状態から、本実施の
形態の機能を実現する方法及びシステムについて説明する。無線通信システム及び基地局
の構成は、第一の実施の形態と同様である。
　第二の実施の形態の動作について、図１０のフローチャートを用いて説明する。初期状
態のフローチャートとの差分は、例えば時多重パターンの再割当が必要と判断する機能が
追加され、必要と判断された場合は上述と同様にして時多重パターンを再割当する点であ
る。
【００４１】
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　本実施の形態において、時多重パターンを再割当するトリガとしては、例えば以下の場
合がある。
（１）上り干渉電力の変化（増加）をトリガに時多重パターンを割り当てる。この場合、
例えば基地局で測定する上り干渉電力に基づき変化を検出する。
（２）下り通信品質情報の変化（下り通信品質の低下）をトリガに時多重パターンを割り
当てる。下り通信品質情報の具体例として以下がある。
　（２－１）ＣＱＩ等の下りチャネル品質の指標で判断する。
　（２－２）アウターループの制御結果で判断する。
（３）トラフィックの変化（増加又は減少）をトリガに時多重パターンを割り当てる。ト
ラフィックの指標の具体例として以下がある。
　（３－１）上位装置との間で張られているコネクション数を指標とする。接続ユーザ数
でもよい。
　（３－２）接続端末数を指標とする。
　（３－３）バッファサイズを指標とする。例えば、送信待ちバッファサイズ又は空きバ
ッファサイズを指標とする。
　なお、これ以外にも通信品質の変動を適宜の指標により検出して、時多重パターンを再
割当してもよい。
【００４２】
　基地局１２０１―Ｈは定常状態で動作している時、干渉電力あるいはトラフィックの増
加等により、時多重パターンの再割当の必要性があることを検出する機能を有しても良い
。また、一定周期ごと、あるいは特定の時刻において、再割当のための処理を行ってもよ
い。
　本実施の形態の機能を有する周辺基地局が同時に動作すると、多重パターンの再割当処
理が重複し、干渉を検出し続ける可能性がある。これを防止するため、基地局は、Ｐｒｏ
ｈｉｂｉｔ　ｔｉｍｅｒを備えてもよい。例えば、Ｐｒｏｈｉｂｉｔ　Ｔｉｍｅｒは、前
回の割り当て処理の終了時にＴｉｍｅｒの開始トリガをかける。同ＴｉｍｅｒのＥｘｐｉ
ｒｅ（満了）するまでの時間はシステムパラメータとして予め設定されることができる。
Ｅｘｐｉｒｅ時間（タイマ満了時間）は、本実施の形態の基地局が同一値をもって動作す
ると、処理期間が重複するため、Ｅｘｐｉｒｅ時間にはランダムオフセットを持たせてお
くとよい。
【００４３】
　上記のようなＰｒｏｈｉｂｉｔ　ｔｉｍｅｒの終了を確認（Ｐ１０１１）し、Ｔｉｍｅ
ｒがＥｘｐｉｒｅしていたら、基地局１２０１－Ｈ（例えば、統計情報取得部４１６）は
、自セルに所属する端末１２０３－Ｓからの上り受信電力と、当該端末１２０３－Ｓから
報告される受信品質の統計情報を収集する。端末１２０３－Ｓが報告する受信品質情報に
は、自セルを含む周辺セルの参照信号の電力強度、下り受信品質情報、通信成功確率（つ
まりＨＡＲＱ　ＡＣＫ数）などが含まれていてよい。
【００４４】
　たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡならば、ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅ
ｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）、ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）などといったＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔで報告
される値や、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（
Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）や、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）などといった下りチャネル品質の情報を示す指標を用いてよい。手順Ｐ
１０１２では、これら指標を一定回数分だけメモリに保持していたもの（Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｔａｂｌｅ）を、統計処理に用いる。具体的には、指標ごとに一定
回数分にわたる平均値、確率分布や分散の算出が相当する。
【００４５】
　手順Ｐ１０１３では、基地局１２０１－Ｈは、干渉電力（例えば上り干渉電力）の増加
、下り通信品質情報の変化あるいはトラフィックの増加を検出する。上り干渉電力は、干
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渉測定部４１２１で測定され、例えば上り干渉電力が閾値を越えたことにより、又は、過
去の測定値との変動幅が許容値を超えることにより、上り干渉電力の変化を検出する。
　下り通信品質情報の変化（例えば下り品質の低下又は下り干渉電力の増加）を検出する
具体的な方法としては、手順Ｐ１０１２で算出した、ＣＱＩ、ＲＩ、ＰＭＩ、ＲＳＲＰ、
ＲＳＲＱについて、平均値あるいは分散を予め定められた閾値と比較する方法を用いても
良いし、これらの確率分布が悪い方向に一定量以上シフトしていることをもって検出して
も良い。ただし、これらの値は、自セルの時多重パターンを割当てていない部分も含んで
平均した値を端末が報告してきている可能性があるので精度が低いことが予想される。そ
のため、ＨＡＲＱのＡＣＫ確率を統計する方法を用いても良い。
【００４６】
　ここで、ＨＡＲＱのＡＣＫ確率を統計する方法について説明する。端末１２０３－Ｓか
らフィードバックされてきた下り通信品質（ＣＱＩ）をもとに、基地局１２０１－ＨはＳ
ＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔ
ｉｏ）を求める。例えば、基地局１２０１－Ｈは、ＣＱＩとＳＩＮＲが対応したテーブル
を有し、このテーブルを参照して、ＣＱＩに対応するＳＩＮＲを求めてもよい。このＳＩ
ＮＲを基準に、基地局１２０１－ＨはＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）と呼ばれる、符号変調方式のパターンを選択する。基地局１２０１
－Ｈは、選択したＭＣＳに基づいて、端末１２０３－Ｓとの無線区間通信に用いる符号化
並びに変調を実施する。これに対して端末１２０３－Ｓは受信に成功すればＡＣＫを、失
敗すればＮＡＫをフィードバックする。基地局１２０１－Ｈは、端末１２０３－Ｓからフ
ィードバックされるＡＣＫ／ＮＡＫを用いて、アウターループと呼ばれる、ＡＣＫ成功率
の調節を行う。
【００４７】
　たとえば、基地局１２０１－Ｈは、端末１２０３－Ｓから下り通信品質を、ＳＩＮＲに
変換する時、ＡＣＫが返ってくると、少し高めのＳＩＮＲに設定し、ＮＡＫが返ってくる
と少し低めのＳＩＮＲに設定する。これらのオフセット値は蓄積していく。これにより、
低めにＭＣＳを選択していたとしても、時間を経るごとに、徐々に高めのＭＣＳを選択す
るようになっていく。逆も同様である。アウターループを用いれば、干渉電力が増加して
いると、ＣＱＩをフィードバックされた時に選択されているＭＣＳの傾向が、通常時より
も低めに偏ることが想定される。よって、ＡＣＫ発生確率と、アウターループの制御結果
がわかれば、干渉電力の増加を検出できる。例えば、上述の蓄積されたＳＩＮＲのオフセ
ットの合計がマイナスであれば、下り干渉電力が増加していると検出できる。また、例え
ば、ＡＣＫ発生確率（例えばＡＣＫ発生数とＮＡＫ発生数に基づく割合）が予め定められ
た値以下であれば、下り干渉電力が増加していると検出できる。
　一方、トラフィック変動の検出方法としては、上位装置との間で張っているコネクショ
ン数や、端末接続数、バッファサイズ（例えば送信待ちバッファサイズ、空きバッファサ
イズ）を周期的に監視し、現在の時多重パターンで処理できる数値（閾値）を超えていな
いかどうかをチェックすることで実現できる。
【００４８】
　これらの検出処理（Ｐ１０１３）で、干渉電力またはトラフィックの増加等を検出する
と、基地局１２０１－Ｈは、時多重パターン割り当てのため、全時多重パターンの上り干
渉電力測定処理に移る。その後の処理Ｐ１００３～Ｐ１００６は、第一の実施の形態で説
明した手順と同様である。基地局１２０１－Ｈは、処理Ｐ１０１３で、干渉電力及びトラ
フィックの増加を検出できなかった場合、Ｐｒｏｈｉｂｉｔ　ｔｉｍｅｒを起動する（Ｐ
１０１４）。なお、上り干渉電力の増加の場合は、選択されている時多重パターンを解放
して処理Ｐ１００３～Ｐ１００６を実行し、新たに時多重パターンを割り当て、一方、ト
ラフィックの増加の場合は、選択されている時多重パターンはそのままにし、時多重パタ
ーンを追加するようにしてもよい。
　なお、主に干渉電力とトラフィック等の増加のケースを説明したが、時多重パターンの
使用率が明らかに低いことを検出すると、同様に、現在割り当てられている時多重パター
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ン数を減らすために、再割当を実施しても良い。時多重パターンの使用率が低いことの検
出には、例えばトラフィックの監視により実現できる。
【００４９】
　図１１は、図１０のフローチャートを実行するために、必要な他装置と行う通信を記し
たシーケンス図である。定常状態において、スケジューリングやチャネル品質の報告がさ
れ、上述の干渉電力及びトラフィック増加の検出手順Ｐ１０１２、Ｐ１０１３と、時多重
パターン割当処理Ｐ１００２～Ｐ１００６を実施することで、自セルの端末１２０３－Ｓ
と、上り及び下りのデータ通信に用いる時多重パターンの再割当処理を実現できる。
　本実施の形態によれば、定常状態から、干渉電力とトラフィック等の変化を検出し、時
多重パターンの再割当を実施することで、トラフィックや干渉電力等に応じた無線リソー
スの利用が可能となる。
 
【００５０】
３．第三の実施の形態
　第三の実施の形態では、図１０のフローチャートにおける、干渉電力のチャネル品質の
統計情報取得Ｐ１０１２と、干渉電力の検出方法Ｐ１０１３が、第二の実施の形態と異な
る方法を説明する。なお、無線通信システム及び基地局の構成は、第一の実施の形態と同
様である。
【００５１】
　図１２のシーケンスを用いて、第二の実施の形態との具体的な差分を説明する。シーケ
ンスの初期ステップ（統計情報取得の前に）で、基地局１２０１－Ｈは、所属端末１２０
３－Ｓに対して、データ通信停止命令を送信する。これは、現在使用中の時多重パターン
の干渉電力を測定する時に、所属端末１２０３－Ｓが通信を続けていると干渉電力の測定
に弊害が生じる可能性があるためである。
【００５２】
　データ通信の停止手段は、たとえばＥ－ＵＴＲＡでは、基地局が、Ｕｐｌｉｎｋ　ＨＡ
ＲＱ再送を停止したい端末に対し、再送指示を行わず、かつＡＣＫを送信することで、上
りデータチャネルの再送を停止させるためのインタフェースが用意されている。また、上
り制御チャネルについては、端末がＤＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ）区間で制御チャネルの送信を行わない機能が用意されており、これを
用いることができる。同機能をＥｎａｂｌｅにするコンフィグ後、基地局が端末にＤＲＸ
コマンドを送信し、端末を強制的にＤＲＸ状態に遷移させることにより、端末の制御チャ
ネル送信を停止することができる。
【００５３】
　このような機能を利用して、基地局１２０１－Ｈは、干渉測定の準備を実行してから自
セルが現在使用中の時多重パターンの干渉電力を測定する。測定によって取得した、自セ
ルが現在使用中の時多重パターンの干渉電力は、平均、分散などの統計処理を行ったうえ
で、保存される（Ｐ１０１２－Ａ）。干渉電力の増加の検出は、これらの統計値が閾値を
超えたかどうかで判断すればよい（Ｐ１０１３－Ｂ）。以降の処理は、第二の実施の形態
と同様であり、時多重パターンが再割当される。
　これらの処理は、第二の実施の形態と同様に一定時間毎又は特定の時刻において実行さ
れることができる。
　本実施の形態によれば、基地局１２０１－Ｈは、自セルが使用している時多重パターン
の上り干渉電力を定期的に監視する事によって、干渉電力の増加を検出し、再割当を行う
ことが出来る。
 
【００５４】
４．第四の実施の形態
　図１３及び図１４に示すように、第一乃至第三の実施の形態のフローチャートで、追加
の時多重パターン割当を実施した場合に、追加無線リソースに対しては他の無線リソース
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とは異なる電力制御をしてもよい（Ｐ１００３－Ａ、Ｐ１００４－Ａ）。余分にリソース
を使用することから、電力を弱めに設定するとよい。例えば、基地局からの送信電力は、
一定値に定められており、追加無線リソースについてはこの値よりも所定量だけ低くする
。従って、追加無線リソースでの送信電力は、他の時多重パターンでの送信電力よりも低
くなる。隣接セルへの影響を抑えつつ、自セルの容量を増やすことを目的としている。な
お、無線通信システム及び基地局の構成は、第一の実施の形態と同様である。
【００５５】
　電力を下げたリソースに割当てる端末の選択方法は、複数考えられる。例えば、下りも
しくは上りの通信品質が良かった端末から順に、電力を下げた時多重パターンに割り当て
てもよい。一定以上の受信品質を得られている端末ならば、電力を少し抑圧しても、ＭＣ
Ｓの上限という制約の範囲内であれば、性能的には劣化が起こりにくいためである。これ
らの端末選択の制限方法は、スケジューラに関する制約条件を追加する（Ｐ１００６－Ａ
）。
【００５６】
　例えばＥ－ＵＴＲＡでは、下りの電力制御は端末との間で設定するＲＲＣパラメータの
コンフィグで指定するパラメータＰ＿Ａを用いて、電力制御を実現する（Ｐ１００３－Ａ
、Ｐ１００６－Ａ）。一方、上りの電力制御では、パラメータＰ０＿ＰＵＳＣＨ＿ＵＥを
用いて電力のオフセットを設けても良い（Ｐ１００４－Ａ、Ｐ１００６－Ａ）。なお、Ｒ
ＲＣパラメータのコンフィグは、スケジューラが無線リソースを割当てる処理よりも周期
が遅い。そのため、ある端末に対して電力の高い時多重パターンと低い時多重パターン（
割り当てられた複数の時多重パターン）を、時々刻々と切り替えて使用することはそのま
までは困難である。このような使用を除外しないが、基地局は、所属端末に対して、どち
らかの時多重パターンのみを使用可という制約を与えた上での運用が予想される。電力の
異なる時多重パターンの両方をある端末に対して割当てたい場合は、変調方式に振幅情報
を含まないパターン、つまりＱＰＳＫを用いればＲＲＣパラメータのコンフィグをしなく
ても、データの受信が可能である。よって、時多重パターン毎の割当に偏りが生じてしま
った場合など、どうしてもある端末に対して複数の時多重パターンを使用したい場合は、
ＭＣＳに制限を与えることで、電力の異なる時多重パターンへの割当を行ってもよい。
　あるいは、時多重パターンの割当が行われたときに、もっとも送信バッファがたまって
いる端末から順に、電力が高い方の時多重パターンに割当てる方法も考えられる。
　本実施の形態によれば、一つの基地局が複数の時多重パターンを用いて通信する柔軟性
を得ることが出来る。
 
【００５７】
５．各実施の形態の効果
　本発明の各実施の形態によると、トラフィックの増減や周囲の基地局の状況に動的に追
随しつつ、自律分散の干渉制御が可能になる。下りの干渉制御にも効果があるが、上り送
信タイミングを基準としてタイミングを固定化するため、隣接基地局からの下り干渉電力
を基地局で測定せずに動作が可能である。基地局が下りの干渉電力を測定するためには、
下り受信回路を新たに設ける必要がある一方、上述の各実施の形態では下り受信回路を設
ける必要はなく、コストが抑えられる。
　また、自律的に制御をおこなうため、基地局間での同期や使用予定の帯域に関して、情
報の交換をする必要もない。同一ルールで動く各実施の形態の基地局同士が隣接すると、
時多重化が期待通りに行われる可能性が高まる。
【００５８】
　さらに、制御チャネルについても、データチャネルと上りの時多重パターンを揃えるこ
とから、データチャネルだけでなく制御チャネルも、セル間干渉を回避することが出来る
。
　選択した時多重パターン以外で、通信を行わないことから、端末のスリープ時間も増や
す効果も期待できる。
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【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の代表的な適用先には、一例としてフェムトセル基地局が考えられる。自律的に
セル間干渉を抑圧する時多重システムを構築することが出来る。主に屋内でフェムトセル
基地局を多数配置した時の干渉問題を解決できる。もちろん屋外基地局で周波数と電力の
調節だけでは解決しきれない基地局密集地帯で使用しても効果が得られる。
【符号の説明】
【００６０】
４０１　ハードウェア構成：メモリ部
４０２　ハードウェア構成：プログラム実行ユニットＣＰＵ／ＤＳＰ
４０３　ハードウェア構成：インタフェース部
４０４　ハードウェア構成：特定の機能を実行するための論理回路
４１１　送信機
４１２　受信機
４１３　ネットワークインタフェース
４１４　Ｌａｙｅｒ　１機能
４１５　Ｌａｙｅｒ　２、３機能
４１６　統計情報取得部
４１７　時多重パターン決定部
４１８　通信処理部
１２０１　無線通信システムの基地局
１２０２　無線通信システムのコアネットワーク
１２０３　無線通信システムの端末
４１２１　干渉測定部
 
【図１】 【図２】
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